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第１節　計画策定の趣旨
本市では、令和２年度に「第２期嘉麻市地域福祉計画」を策定し、「安心、ゆとりのある地域福祉のまち　嘉麻」を基本理念に掲げ、市民・地域・行政が一体となって地域福祉の推進に取り組んできました。
この間、人口減少や急速な少子高齢化、核家族化の進行により、家族での支え合いや、地域で助け合う力が弱まりつつあります。こうした社会構造の変化を背景に、地域では課題の複雑化・多様化が進み、様々な生活課題が顕在化しています。これらの課題に対応していくためには、従来の制度や枠組みにとらわれることなく、地域全体が連携し、包括的な支援体制を構築していくことが求められます。
また、成年後見制度については、判断能力が不十分な方々が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、制度の利用促進と地域における支援体制の強化が求められています。国においても、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」や「成年後見制度利用促進基本計画」が示され、地域における取組の推進主体として、市町村が積極的に関与していくことが求められています。本市においても、地域福祉の推進と連動しながら成年後見制度の利用を支援するため、「成年後見制度利用促進基本計画」としての役割を本計画に位置付けることとしました。
さらに、近年では、犯罪や非行をした人の社会復帰や再犯防止に向けた支援の重要性が高まっており、法務省が策定した「再犯防止推進計画」に基づき、自治体においても再犯防止に向けた取組の推進が求められています。福祉的支援を含めた地域全体での対応が不可欠であり、本市においても、関係機関との連携を図りながら、地域において孤立させない支援体制の整備を進めていくことが課題となっています。
こうした背景を踏まえ、本市では、地域福祉を基盤としながら、誰もが安心して暮らし、ともに支え合う地域社会の実現に向けて、本計画に「成年後見制度利用促進基本計画」及び「地方再犯防止推進計画」としての役割も位置付け、総合的かつ実効性のある地域福祉の推進をめざします。


第２節　地域福祉計画策定の動向
１　社会福祉法改正（平成30年）
「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」（厚生労働省）によると、地域福祉計画は、高齢者、障がい者、こども・子育ての対象者ごとの計画の上位計画として位置づけ、次の５つについて盛り込む必要があるとされています。
▼ 市町村地域福祉計画に盛り込むべき事項　※下線部は、平成30年度の追加です。
１）地域における高齢者の福祉、障がい者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
２）地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
３）地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
４）地域福祉に関する活動への住民の参加に関する事項
５）包括的な支援体制の整備に関する事項（※１）
※１　包括的な支援体制の整備に関する事項とは
①　「住民に身近な圏域」において、住民が主体的に地域生活課題を把握し解決を試みることができる環境の整備等
②　「住民に身近な圏域」において、地域生活課題を包括的に受け止める体制の構築
③　多機関の協働による市町村における包括的な相談支援体制の構築
２　社会福祉法改正（令和３年）
令和３年４月に施行された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」では、市町村における包括的な支援体制構築を推進するため、「重層的支援体制整備事業」が創設されました。これは、地域における支援ニーズの複雑化・複合化に対応する体制整備を目的としたものです。
▼ 重層的支援体制整備事業の各事業と根拠規定
	事業名
	根拠規定

	①　包括的相談支援事業
	法第106条の４第２項第１号

	②　参加支援事業
	法第106条の４第２項第２号

	③　地域づくり事業
	法第106条の４第２項第３号

	④　アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
	法第106条の４第２項第４号

	⑤　多機関協働事業
	法第106条の４第２項第５号


第３節　計画の位置づけ
１　法的位置づけ
本計画に盛り込む３つの計画は、下記法律に位置づけられた計画です。
● 社会福祉法第107条に規定された「市町村地域福祉計画」
[bookmark: _Hlk197959386]● 成年後見制度利用促進法第14条に規定された「市町村成年後見制度利用促進基本計画」
[bookmark: _Hlk197959402]● 再犯防止推進法第８条に規定された「地方再犯防止推進計画」

２　嘉麻市における位置づけ
本計画は、「嘉麻市総合計画」を上位計画とし、地域における高齢者、障がいのある人、こどもなど、さまざまな分野の福祉に共通して取り組むべき事項を定めるものです。
あわせて、福祉分野における各種個別計画の上位に位置づけられるものであり、関連する計画との整合性及び連携を図りながら策定します。
また、人権尊重の精神を基本に、すべての人が共に生きる社会の実現をめざし、関係法令や福岡県条例のほか、「嘉麻市差別のない人権が尊重されるまちづくりの推進に関する条例」、及び「嘉麻市人権教育・啓発基本方針」やその実施計画を踏まえながら、本計画の策定と推進を行います。
▼ 本計画の位置づけ
嘉麻市総合計画
他の関連計画

嘉麻市地域福祉計画
嘉麻市こども計画
嘉麻市高齢者福祉計画・
介護保険事業計画
嘉麻市障がい者計画・
嘉麻市障がい福祉計画・
嘉麻市障がい児福祉計画
嘉麻市自殺対策計画
嘉麻市保健計画
連携










第４節　計画の期間
本計画の期間は、令和８年度から令和12年度までの５年間とします。ただし、社会情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて見直しを行うものとします。
▼ 本計画及び関連計画の期間
	[bookmark: _Hlk209691790]計画名
	令和
８年度
	令和
９年度
	令和
10年度
	令和
11年度
	令和
12年度

	総合計画
	第２次
	第３次

	地域福祉計画
	第３期

	高齢者福祉計画・介護保険事業計画
	第９期
	第10期
	第11期

	障がい福祉計画・障がい児福祉計画
	第３期
	第４期
	第５期

	こども計画
	第１期
	第２期

	保健計画
	第２次
	第３次

	自殺対策計画
	第２次
	第３次



第５節　計画の策定体制
１　嘉麻市地域福祉計画策定委員会による審議
本計画の策定にあたっては、地域の関係団体、事業者、行政関係機関、市民などで構成される「嘉麻市地域福祉計画策定委員会」において、市の地域福祉に関する課題や今後の方向性について検討を行い、地域の実情に即した地域福祉施策の展開に向けた審議を行いました。
２　アンケート調査の実施
市民の地域福祉に関する意識や生活上の課題を把握するため、「地域福祉の推進に関する市民アンケート調査」を実施しました。
３　関係団体ヒアリングの実施
本市の地域福祉の現状や課題、課題解決に向けた取組に関する意見を把握するため、中学校区ごとに設置された協議体を対象にヒアリングを実施しました。
４　パブリックコメントの実施
計画の内容について広く市民の皆さんからご意見をいただくため、令和８年　月　日から　月　日までの間、パブリックコメント（意見公募）を実施しました。
2
2
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第１節　人口・世帯の状況
１　人口の状況
（１）長期的な人口の推移
国勢調査によると、本市の総人口は、令和２年で35,473人となっており、平成12年の48,378人と比べて12,905人減少しています。
年齢３区分別にみると、過去20年間で年少人口（０～14歳）は2,745人減少し、生産年齢人口（15～64歳）は12,266人減少しています。その結果、生産年齢人口比率は令和２年で48.5％となり、平成12年から12.4ポイント減少しています。一方、老年人口（65歳以上）は年々増加しており、令和２年には14,340人となっています。老年人口比率（高齢化率）は40.5％で、平成12年の25.3％から15.2ポイントの増加がみられます。
[bookmark: _Hlk205887327][image: ]■ 長期的にみる年齢３区分別人口の推移










資料：国勢調査（総人口は年齢不詳を含む）

■ 長期的にみる年齢３区分別人口構成比の推移
[image: ]


資料：国勢調査

（２）近年の人口の推移
近年の人口の推移をみると、令和６年度の総人口は33,464人となっており、本市の人口は依然として減少が続いています。
年齢３区分別にみると、令和２年度以降、全ての年齢層で人口は減少しています。しかし、構成比に注目すると、年少人口（０～14歳）と生産年齢人口（15～64歳）は減少傾向にある一方で、老年人口（65歳以上）の比率は令和６年度で41.9％となっており、年々高齢化が進んでいることがうかがえます。
[image: ]■ 近年における年齢３区分別人口及び構成比の推移












資料：市民課（各年度3月31日現在）

（３）外国人居住者数の推移
本市の外国人居住者数は、令和２年度から令和３年度にかけて減少がみられましたが、令和４年度以降は増加傾向にあります。令和６年度には398人となり、総人口に占める割合は1.19％となっています。
■ 外国人居住者数の推移
[image: ]



資料：市民課（各年度3月31日現在）

（４）小学校区別人口の推移
小学校区別に人口を比較すると、最も多いのは稲築西校区で8,599人、最も少ないのは熊ヶ畑校区で428人となっています。１世帯あたりの平均人員は、嘉穂校区と牛隈校区がともに2.08人と最も多く、上山田校区が1.72人と最も少なくなっています。
年齢３区分別の人口構成をみると、最も人口が少ない熊ヶ畑校区では、老年人口比率（65歳以上）が最も高い54.9％となっています。また、下山田校区、上山田校区、嘉穂校区においても老年人口比率が46％を超えており、生産年齢人口比率（15～64歳）を上回っています。このことから、これらの校区では高齢化が特に進んでいることがうかがえます。
■ 小学校区別人口及び１世帯あたりの平均人員の推移
[image: ]









資料：市民課（令和7年3月31日現在）

■ 小学校区別の年齢３区分別人口構成比
[image: ]


資料：市民課（令和7年3月31日現在）

２　世帯の状況
（１）世帯数の推移
本市の世帯数は、平成12年の17,327世帯から20年間で2,297世帯減少し、令和２年には15,030世帯となっています。１世帯あたりの平均人員は2.36人（全国2.26人）となっており、世帯規模の縮小が進んでいます。
世帯の家族類型別の推移をみると、一般世帯のうち核家族世帯は令和２年で8,298世帯、一般世帯に占める割合は55.6％となっており、平成12年以降減少が続いています。一方で、単独世帯（一人暮らし世帯）は増加が続き、令和２年で5,191世帯、一般世帯に占める割合は34.8％と、平成12年の24.6％から10.2ポイント増加しています。
■ 世帯数及び１世帯あたりの平均人員の推移
[image: ]








資料：国勢調査

■ 世帯の家族類型別の推移単位：世帯

	
	平成12年
	平成17年
	平成22年
	平成27年
	令和２年

	世帯数
	17,327
	17,138
	16,472
	15,637
	15,030

	
	一般世帯数
	17,238
	17,022
	16,404
	15,553
	14,936

	
	
	親族のみの世帯数
	12,946
	12,409
	11,579
	10,623
	9,644

	
	
	うち、核家族世帯数
	10,104
	9,852
	9,397
	8,886
	8,298

	
	
	
	一般世帯に占める割合（％）
	58.6
	57.9
	57.3
	57.1
	55.6

	
	
	うち、核家族以外の世帯数
	2,842
	2,557
	2,182
	1,737
	1,346

	
	
	非親族を含む世帯数
	51
	46
	86
	90
	95

	
	
	単独世帯数
	4,241
	4,567
	4,739
	4,839
	5,191

	
	
	
	一般世帯に占める割合（％）
	24.6
	26.8
	28.9
	31.1
	34.8



資料：国勢調査

第２節　支援を必要とする人の状況
１　高齢者の状況
（１）高齢者のいる世帯の推移
本市における65歳以上の親族のいる世帯は、令和２年で9,120世帯となっており、一般世帯に占める割合は平成12年の47.9％から令和２年には61.1％へと年々増加が続いています。また、令和２年における核家族世帯のうち「高齢者夫婦のみの世帯」の割合は27.6％、単独世帯のうち「高齢者単独世帯」の割合は65.5％となっており、いずれも過去20年間で約10ポイントの増加がみられます。
[image: ]■ 高齢者のいる世帯構成の推移








資料：国勢調査

■ 高齢者のいる世帯の推移資料：国勢調査
単位：世帯

	[bookmark: _Hlk205567283]
	平成12年
	平成17年
	平成22年
	平成27年
	令和２年

	[bookmark: _Hlk205565505]一般世帯数
	17,238
	17,022
	16,404
	15,553
	14,936

	
	核家族世帯数
	10,104
	9,852
	9,397
	8,886
	8,298

	
	単独世帯数
	4,241
	4,567
	4,739
	4,839
	5,191

	
	65歳以上の親族のいる世帯数
	8,261
	8,500
	8,389
	8,893
	9,120

	[bookmark: _Hlk205557570]
	
	一般世帯に占める割合（％）
	47.9
	49.9
	51.1
	57.2
	61.1

	
	高齢者夫婦のみの世帯数
	1,833
	1,920
	1,941
	2,165
	2,294

	
	
	核家族世帯に占める割合（％）
	18.1
	19.5
	20.7
	24.4
	27.6

	
	
	一般世帯に占める割合（％）
	10.6
	11.3
	11.8
	13.9
	15.4

	
	高齢者単独世帯数
	2,335
	2,612
	2,689
	3,060
	3,401

	
	
	単独世帯に占める割合（％）
	55.1
	57.2
	56.7
	63.2
	65.5

	
	
	一般世帯に占める割合（％）
	13.5
	15.3
	16.4
	19.7
	22.8


（２）要介護認定者数の推移
本市の要介護・要支援認定者数（第１号被保険者）は、令和２年度から令和４年度まで減少が続きましたが、令和５年度には一時的に増加がみられました。令和６年度では再び減少し、3,040人となっています。出現率（１号認定者数÷第１号被保険者数）は令和３年度以降増加傾向にあり、令和６年度で21.5％となっています。
介護度別にみると、令和２年度から令和６年度にかけて「要支援１」及び「要支援２」の認定者数は減少傾向にあります。「要介護１」から「要介護５」までは増減の波がみられますが、令和５年度と令和６年度を比較すると、「要支援１」から「要介護１」及び「要介護３」「要介護４」は減少しています。一方で、「要介護２」は38人増、「要介護５」は11人増となっています。
こうした状況から、要介護度の高い認定者の割合が増加する傾向がみられ、今後、地域における介護ニーズの深刻化や介護サービスの提供体制の充実が一層求められることがうかがえます。
■ 要介護・要支援認定者数の推移
[image: ]


資料：高齢者介護課（各年度3月31日現在）










■ 要介護・要支援認定者数及び出現率の推移単位：人

	
	令和２年度
	令和３年度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	第１号被保険者数
	14,609
	14,576
	14,454
	14,380
	14,166

	１号認定者数
	3,032
	3,023
	3,011
	3,079
	3,040

	出現率 （％）
	20.8
	20.7
	20.8
	21.4
	21.5


資料：高齢者介護課（各年度3月31日現在）



２　障がいのある人の状況
（１）身体障害者手帳所持者数の推移
身体障がいのある人のうち、身体障害者手帳所持者数は、令和２年度以降減少傾向にあり、令和６年度には2,145人となっています。障がい等級別にみると、最も多いのは「１級」で618人、次いで「４級」が504人となっています。障がいの部位別では、「肢体不自由」が1,137人と最も多く、次いで、「内部障がい」が603人となっています。
■ 身体障害者手帳所持者数の推移単位：人

	
	令和２年度
	令和３年度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	身体障害者手帳所持者数
	2,409
	2,312
	2,261
	2,224
	2,145

	等級別
	１級
	695
	664
	653
	626
	618

	
	２級
	380
	365
	352
	354
	344

	
	３級
	351
	341
	329
	318
	302

	
	４級
	579
	553
	539
	541
	504

	
	５級
	212
	199
	201
	197
	191

	
	６級
	192
	190
	187
	188
	186

	部位別
	視覚障がい
	176
	169
	166
	161
	154

	
	聴覚・平衡機能障がい
	225
	220
	230
	237
	222

	
	音声・言語・そしゃく機能障がい
	31
	29
	28
	28
	29

	
	肢体不自由
	1,346
	1,268
	1,216
	1,175
	1,137

	
	内部障がい
	631
	626
	621
	623
	603


資料：社会福祉課（各年度3月31日現在）

（２）療育手帳所持者数の推移
知的障がいのある人のうち、療育手帳所持者数は令和６年度で694人となっており、令和２年度以降増加が続いています。障がい程度別にみると、令和６年度における「A（最重度・重度）」は274人で、過去５年間は概ね横ばいで推移しています。一方、「B（中度・軽度）」は令和２年度から58人増加し、420人となっています。
■ 療育手帳所持者数の推移資料：社会福祉課（各年度3月31日現在）
単位：人

	
	令和２年度
	令和３年度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	療育手帳所持者数
	639
	657
	669
	686
	694

	程度
別
	Ａ （最重度・重度）
	277
	275
	277
	279
	274

	
	Ｂ （中度・軽度）
	362
	382
	392
	407
	420




（３）精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移
精神障がいのある人のうち、精神障害者保健福祉手帳所持者数は増加傾向にあり、令和６年度には398人となっています。障がい等級別にみると、「１級」は横ばいで推移していますが、「２級」「３級」は令和２年度から令和６年度にかけて、それぞれ30人以上の増加がみられます。
■ 精神障害者手帳所持者数の推移単位：人

	
	令和２年度
	令和３年度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	精神障害者保健福祉手帳所持者数
	334
	355
	365
	361
	398

	等級別
	１級
	22
	25
	22
	21
	22

	
	２級
	210
	226
	224
	221
	241

	
	３級
	102
	104
	119
	119
	135


資料：社会福祉課（各年度3月31日現在）

３　こども・子育てをとりまく状況
（１）ひとり親世帯の推移
本市のひとり親世帯数は、平成17年の598世帯を境に減少が続いており、令和２年には432世帯となっています。一般世帯に占める割合は2.9％です。ひとり親世帯の内訳をみると、母子世帯数は399世帯（一般世帯に占める割合2.7％）、父子世帯数は33世帯（0.2％）となっており、ひとり親世帯全体の約９割を母子世帯が占めています。
■ ひとり親世帯の推移単位：世帯

	[bookmark: _Hlk205566041]
	平成12年
	平成17年
	平成22年
	平成27年
	令和２年

	一般世帯数
	17,238
	17,022
	16,404
	15,553
	14,936

	
	母子世帯数
	488
	554
	546
	490
	399

	
	一般世帯に占める割合（％）
	2.8
	3.3
	3.3
	3.2
	2.7

	
	父子世帯数
	68
	44
	50
	34
	33

	
	一般世帯に占める割合（％）
	0.4
	0.3
	0.3
	0.2
	0.2

	
	ひとり親世帯数
	556
	598
	596
	524
	432

	
	一般世帯に占める割合（％）
	3.2
	3.5
	3.6
	3.4
	2.9


資料：国勢調査



（２）児童扶養手当等受給者数の推移
ひとり親家庭等において児童を養育している方に支給される児童扶養手当の受給者数は、年々減少が続いており、令和６年度には569人となっています。
一方で、精神または身体に障がいのある20歳未満の児童の保護者に支給される特別児童扶養手当の受給者数は、これまで80人前後で推移していましたが、令和５年度の83人から増加傾向に転じ、令和６年度には91人となっています。
■ 児童扶養手当受給者数の推移単位：人

	
	令和２年度
	令和３年度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	児童扶養手当受給者数
	610
	615
	582
	577
	569


資料：こども育成課（各年度3月31日現在）

■ 特別児童扶養手当受給者数の推移単位：人

	
	令和２年度
	令和３年度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	特別児童扶養手当受給者数
	77
	80
	75
	83
	91


資料：こども育成課（各年度3月31日現在）


４　生活困窮家庭の状況
（１）生活保護受給世帯数の推移
令和６年度における本市の生活保護受給世帯数は1,443世帯、被保護人員は1,974人となっており、令和２年度以降、減少が続いています。また、人口に対する保護率（人口千人あたり）は微増減を繰り返しながら、概ね60‰前後で推移しています。
■ 生活保護受給世帯数及び被保護人員、保護率の推移
	
	令和２年度
	令和３年度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	生活保護受給世帯数  （世帯）
	1,585
	1,539
	1,519
	1,467
	1,443

	被保護人員 （人）
	2,177
	2,104
	2,072
	1,994
	1,974

	保護率 （‰）
	61.4
	60.4
	60.8
	59.6
	60.4


資料：生活支援課（各年度3月31日現在）



５　自殺の状況
（１）自殺者数及び自殺死亡率の推移
本市における自殺者数は、令和４年に一時的な減少がみられましたが、令和６年には７人へと増加しています。また、人口に対する自殺死亡率は20.0となっており、福岡県（16.7）や全国（16.1）と比較して高い状況にあります。
■ 自殺者数及び自殺死亡率の推移単位：人

	
	令和２年
	令和３年
	令和４年
	令和５年
	令和６年

	[bookmark: _Hlk205567134]嘉麻市
	自殺者数 （人）
	8
	6
	2
	6
	7

	
	自殺死亡率 
	21.2
	16.2
	5.5
	16.9
	20.0

	福岡県
	自殺者数 （人）
	884
	914
	890
	948
	850

	
	自殺死亡率 
	17.2
	17.8
	17.4
	18.6
	16.7

	全国
	自殺者数 （人）
	20,907
	20,820
	21,723
	21,657
	20,117

	
	自殺死亡率 
	16.4
	16.4
	17.3
	17.3
	16.1


資料：厚生労働省 自殺の統計（地域における自殺の基礎資料 確定値）
※自殺死亡率は人口10万人あたりの自殺による死亡者数


６　権利擁護に関する状況
（１）成年後見制度利用者数の推移
成年後見制度の利用者数は、令和元年以降増加傾向にあり、令和６年には法定後見制度の利用者数が123人、任意後見制度の利用者数が１人となっています。
■ 成年後見制度利用者数の推移
[image: ]
資料：高齢者介護課・社会福祉課

７　再犯防止に関する状況
（１）刑法犯検挙者数の推移
本市の刑法犯検挙者数は、令和元年から令和２年にかけて減少がみられましたが、その後は増加が続き、令和５年には55人となっています。そのうち、初犯者数は29人となり、令和元年以降で最も多い検挙者数となっています。一方、再犯者数は26人となっており、令和３年以降は横ばいで推移しています。
再犯者率をみると、本市の割合は令和３年で一度66.7％まで増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、令和５年には47.3％となっています。福岡県と比較すると、本市の再犯者率は常に上回って推移しています。このことから、再犯者率が県平均を上回っている状況を踏まえ、地域における更生支援や生活支援、就労支援などの再犯防止策を一層強化する必要があります。
■ 刑法犯検挙者数の推移（嘉麻市）
[image: ]








[bookmark: _Hlk209425360]資料：法務省九州矯正管区

■ 刑法犯検挙者数の推移（福岡県）
[image: ]
資料：法務省九州矯正管区

８　相談支援に関する状況
（１）各相談窓口における相談件数の推移
各相談窓口における相談件数の総数をみると、令和５年度までは概ね8,000件前後で推移していましたが、令和６年度にはこども家庭センターの開設に伴い、過去５年間で最も多い10,763件となっています。窓口別の相談件数は令和５年度までは「権利擁護」と「障がい児・者」が全体の８割以上を占めていましたが、令和６年度には「こども・子育て」を加えた３分野でおよそ９割を占める状況となっています。
■ 各相談窓口における相談件数の推移
[image: ]












資料：市調べ

（２）精神保健相談数の推移
精神保健相談の実人数は増減に波がありますが、令和６年には27人となり、令和５年から10人減少しています。また、相談延べ人数は令和４年以降、減少が続いています。
■ 精神保健相談件数の推移単位：人

	
	令和２年
	令和３年
	令和４年
	令和５年
	令和６年

	実人数
	37
	26
	35
	37
	27

	相談延べ人数
	153
	150
	171
	169
	139

	
	窓口相談延べ人数
	33
	29
	37
	26
	25

	
	訪問相談延べ人数
	68
	40
	54
	57
	60

	
	電話相談延べ人数
	52
	81
	80
	86
	54



資料：健康課

第３節　社会資源の状況
１　社会福祉協議会の状況
（１）社会福祉協議会の概要
地域住民や社会福祉関係者の参加により、地域の福祉推進の中核としての役割を担い、様々な活動を行っている非営利の民間組織です。
■ 市町村社会福祉協議会の法的位置づけ社会福祉法（抄）（昭和26年法律第45号）

	（市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会）
第109条　市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一　社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
二　社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
三　社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
四　前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業


（２）嘉麻市社会福祉協議会の概要
嘉麻市社会福祉協議会については、以下のようになっています。
▼ 嘉麻市社会福祉協議会の概要（令和７年４月１日現在）
	法人名
	社会福祉法人嘉麻市社会福祉協議会

	設立認可
	平成18年３月１日

	役員構成
	理事：12名（会長・副会長を含む）
評議員：23名
監事： 2名

	職員数
	19名（正規：８名、嘱託：３名、パート：８名）




（３）嘉麻市社会福祉協議会の主な事業
嘉麻市社会福祉協議会が行っている主な事業については、以下のようになっています。
▼ 嘉麻市社会福祉協議会の主な事業内容
	基本事業

	◇ 社会福祉を目的とする事業の企画・実施
◇ 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
◇ 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
◇ 共同募金事業への協力

	独自事業

	◇ 総合相談　　　　　　　　　　　　　　　◇ 広報紙の発行
◇ 権利擁護に関する事業　　　　　　　　　◇ 福祉サービス利用援助事業
◇ 地域福祉権利擁護事業　　　　　　　　　◇ 成年後見制度に関する事業
◇ フードバンク事業　　　　　　　　　　　◇ 無料職業紹介事業
◇ 死後事務委任事務及び終活に関する事業　◇ 法律相談
◇ 地域支えあい事業　　　　　　　　　　　◇ 空き家管理住まいるサービス
◇ 福祉推進員の拡充・活動支援　　　　　　◇ ふれあい・いきいきサロンの活動支援
◇ 子育てリユースセンター　　　　　　◇ 在宅介護者など当事者への支援及び組織化
◇ ひきこもりに関する啓発及び支援　　◇ ボランティア・市民活動に関する事業
◇ 災害ボランティアセンターの運営（行政との協定による）
◇ チャイルドシートの貸出

	市受託事業

	◇ 生活支援体制整備事業
◇ 生活困窮者自立相談支援事業
◇ 家計改善支援事業
◇ 生活管理指導員派遣事業

	県社協受託事業

	◇ 生活福祉資金貸付事業
◇ 生活福祉資金特例貸付における借受世帯への相談事業
◇ 日常生活自立支援事業






２　社会福祉施設の状況
[bookmark: _Hlk206595498]（１）社会福祉施設数
	施設名等
	箇所数

	高齢者福祉分野
	介護老人福祉施設
	6ヶ所

	
	介護老人保健施設
	2ヶ所

	
	介護医療院
	2ヶ所

	
	在宅介護支援センター
	5ヶ所

	
	地域包括支援センター（高齢者相談支援センター）
	1ヶ所

	
	認知症対応型共同生活介護
	10ヶ所

	
	特定施設入居者生活介護
	2ヶ所

	
	居宅介護支援事業所
	15ヶ所

	
	小規模多機能型居宅介護
	1ヶ所

	
	福祉センター
	1ヶ所

	[bookmark: _Hlk205914841]障がい福祉分野
	障がい者相談支援事業所（計画相談支援事業所を含む）
	9ヶ所

	
	障がい者虐待防止センター（嘉飯圏域）
	1ヶ所

	
	訪問系サービス事業所
	18ヶ所

	
	日中活動系サービス事業所
	37ヶ所

	
	居住系サービス事業所
	35ヶ所

	
	障がい児通所支援サービス事業所
	15ヶ所

	
	障がい者基幹相談支援センター（嘉飯圏域）
	1ヶ所

	児童福祉分野
	保育所（園）
	12ヶ所

	
	認定こども園
	2ヶ所

	
	幼稚園
	4ヶ所

	
	学童保育所
	7ヶ所

	
	こども家庭センター
	1ヶ所

	[bookmark: _Hlk205914880]
	子育て支援センター
	3ヶ所

	
	児童養護施設
	1ヶ所

	
	母子生活支援施設
	1ヶ所

	保健福祉分野
	病院
	7ヶ所

	
	診療所（歯科診療所を含む）
	40ヶ所

	
	保健センター
	1ヶ所



資料：市調べ

３　地域福祉に関わる人・団体の状況
（１）地域福祉に関わる人・団体数
	役・団体名等
	人数・団体数等

	福祉分野
	民生委員・児童委員
	99人

	
	主任児童委員
	8人

	
	老人クラブ会員
	2,165人

	
	保護司
	33人

	
	身体障がい者相談員
	2人

	
	知的障がい者相談員
	2人

	
	精神障がい者相談員
	2人

	まちづくり・ボランティア
	生涯学習ボランティア登録者
	203人

	
	生涯学習ボランティア登録団体
	110団体

	
	社会福祉協議会ボランティア登録者
	75人

	
	社会福祉協議会ボランティア登録団体
	18団体

	
	ＮＰＯ法人
	13団体

	
	地域おこし協力隊
	1人

	
	ＰＴＡ
	10団体

	
	学校生活安全確保支援のための協力者
	78人

	
	スポーツ推進委員
	15人

	
	人権擁護委員
	14人

	
	消防団員
	638人

	
	自主防災組織
	25団体

	
	行政区
	111区


資料：市調べ

４　その他、地域の拠点施設の状況
（１）その他、地域の拠点施設数
	[bookmark: _Hlk206589990]施設名等
	箇所数
	施設名等
	箇所数

	自治公民館・集会所
	158ヶ所
	体育施設
	25ヶ所

	公立公民館
	13ヶ所
	隣保館
	2ヶ所

	図書館
	4ヶ所
	公園
	107ヶ所

	資料館
	5ヶ所
	郵便局（簡易郵便局を含む）
	12ヶ所

	社会教育施設
	7ヶ所
	警察署・交番・駐在所
	7ヶ所



資料：市調べ

第４節　各種調査結果の概要
１　市民アンケート調査結果
地域福祉に関する市民の意向や地域の実態、課題等を把握し、本計画策定の基礎資料とするため、アンケート調査を実施しました。
▼ 調査の概要
	調査対象
	嘉麻市に居住する18歳以上の市民3,000人

	調査期間
	令和７年７月２５日～令和７年８月１２日

	調査方法
	郵送による配布・回収、またはWebによる回答


▼ 配布数及び回収数
	配布数
（件）
	有効回収数（件）
	有効回収率
（％）

	
	郵送
	Web
	計
	

	3,000
	972
	264
	1,236
	41.2




（１）あなたとご家族のことについて
[image: ]① 性別
回答者の内訳は、「女性」が58.3％で最も多く、次いで「男性」が39.9％、「不明・無回答」が0.6％となっています。




② 年齢
[image: ]年代別では、「70歳代」が37.2％と最も多く、次いで「60歳代」が24.2％、「50歳代」が13.3％と続いています。高齢層の回答が多い傾向がみられます。







（２）地域や福祉に関する意識や行動について
① 近所づきあいについて
近所づきあいについては、「あいさつ程度」と回答した人の割合が43.1％で最も多く、次いで「立ち話や情報の交換をする」が37.4％となっています。前回調査と比較すると、「ほとんどつきあっていない」が減少し、「あいさつ程度」が増加しています。一方で、「簡単な頼みごと・物の貸し借りなどをする」や「立ち話や情報の交換をする」と回答した人の割合は減少しています。これらの結果から、地域における人間関係は希薄化する傾向にあり、交流が表面的なものにとどまりやすい状況がうかがえます。
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② 地域の行事や活動への参加
地域の行事や活動について、『参加している』（「進んで参加・協力している」「機会があれば、参加・協力している」「参加することはあるが、協力することはあまりない」の合計）と回答した人の割合は53.0％で、前回調査の57.0％から4ポイント減少しています。また、「関心がないので、参加していない」と回答した人の割合は前回調査から4.6ポイント増加し、21.6％となっています。これらの結果から、地域行事や活動への参加意識はやや低下傾向にあり、住民の関心を高める工夫が求められているといえます。
[image: ]







③ 住んでいる地域の課題や問題
住んでいる地域において、「買い物ができる店が少ない」と感じている人の割合が45.9％と最も高く、次いで「移動手段・交通手段が少ない」が43.0％、「地域活動を担う人材が足りない」が40.5％となっています。これらの結果から、生活基盤の利便性の確保や交通手段の充実に加え、地域を支える人材の育成・確保が大きな課題となっていることがうかがえます。
[image: ]









④ 福祉サービスや福祉活動に関する情報の入手方法
情報の入手方法としては、前回調査と同様に「広報『嘉麻』」が78.2％と最も高くなっています。次いで「行政区の回覧板」（29.3％）、「社協だより『えがお』」（22.8％）と続いていますが、いずれも前回調査から減少しており、特に「社協だより『えがお』」は14.7ポイントの大幅な減少となっています。
また、「隣近所・知り合い」や「新聞・テレビ・ラジオ」においても減少がみられる一方で、「インターネット、ホームページ、SNS等」の割合は前回調査から２倍以上に増加しています。これらの結果から、従来の紙媒体や人づての情報よりも、デジタル媒体を活用した情報収集が広がってきている傾向がうかがえます。
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[image: ]⑤ 知りたい地域活動の分野
知りたい地域活動の分野について、最も多いのは、「高齢者の福祉や介護保険」で42.6％となっており、次いで「防災」が31.6％、「防犯」が29.0％となっています。






（３）生活課題や福祉について
① 日頃の生活で感じている悩みや不安
日頃の生活において、「自分や家族の老後」に対する悩みや不安を感じている人の割合が56.8％と最も高く、次いで「自分や家族の健康」が50.2％となっています。また、「収入や経済的なこと」と回答した人の割合は38.9％で、前回調査から6.4ポイントの増加がみられます。これらの結果から、生活設計や健康、経済面に関する不安が住民の関心として強く、支援や情報提供の必要性が高いことがうかがえます。
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② 相談先について
さまざまな場面で困った場合の相談先については、前回調査と同様に「家族・親族」（84.8％）が最も多く、次いで「友人・知人」が50.6％となっています。前回調査と比較すると、専門機関や事業所などへ相談する割合は減少しており、「どこに相談したらよいかわからない」と回答した人の割合が増加しています。
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③ 地域の福祉課題に対する住民相互の自主的な支え合い、助け合いの必要性
約９割の人が『必要だと思う』（「とても必要だと思う」と「ある程度必要だと思う」の合計）と回答していますが、前回調査と比較するとやや減少しており、「あまり必要だと思わない」と回答した人の割合は増加しています。これらの結果から、地域でのつながりや参加を促進する取組が引き続き求められることがうかがえます。
[image: ]







④ 住民相互の自主的な支え合い、助け合いの活動への参加意向
「参加する」と回答した人の割合は45.2％と最も多くなっていますが、前回調査と比較すると減少しており、「参加しない」と回答した人の割合が増加しています。これらの結果から、参加のハードルや関心の低下が課題であることがうかがえます。
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（４）地域福祉に関わる機関・団体や制度について
[image: ]① 嘉麻市社会福祉協議会の活動の周知度
嘉麻市社会福祉協議会の活動については、「社協だより『えがお』」（61.2％）が最も周知されていますが、前回調査と比較すると減少がみられます。一方で、最も周知度が低い活動内容は、「地域福祉部の活動支援」（3.5％）となっています。また、「まったく知らない」と回答した人の割合は24.1％となっており、前回調査から12.8ポイント増加しています。




② 成年後見制度の周知度
成年後見制度について、『知っている』（「よく知っている」と「ある程度知っている」の合計）と回答した人の割合は41.5％で、前回調査からわずかに減少しています。これらの結果から、成年後見制度の認知度は依然として十分とはいえず、制度に関する情報提供や周知の強化が求められることがうかがえます。
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（５）再犯防止について
① 「社会を明るくする運動」や「再犯防止啓発月間」の周知度
再犯防止に関する取組については、「どちらも聞いたことがない」と回答した人の割合が６割以上を占めています。これらの結果から、再犯防止に関する取組の認知度は十分でなく、広報や啓発活動の強化が課題であることがうかがえます。
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（６）嘉麻市における今後の福祉のあり方について
① こどもを健やかに育てるために重要だと思う取組
こどもを健やかに育てるために重要だと思う取組については、「子育て・保育に関するサービスの充実」と回答した人の割合が36.7％で最も高く、次いで「子育てがしやすい職場環境づくり」が36.1％となっています。前回調査と比較すると、いずれも増加しており、子育て支援や働きやすい環境づくりに対する関心が高まっていることがうかがえます。
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② 高齢者が安心して暮らしていくために重要だと思う取組
高齢者が安心して暮らしていくために重要だと思う取組について、最も割合が高いのは「利用しやすい交通機関の充実」で46.1％となっています。前回調査と比較すると、居住に関する取組の割合は減少している一方で、人との交流に関する取組や介護予防に関する取組の割合は増加傾向にあります。これらの結果から、高齢者の生活の利便性だけでなく、社会的なつながりや健康維持に対する関心が高まっていることがうかがえます。

[image: ]













③ 障がいのある人が安心して暮らしていくために重要だと思う取組
障がいのある人が安心して暮らしていくために重要だと思う取組では、「公共施設・公共交通のバリアフリー化の推進」が38.8%と最も多く、前回調査から7.2ポイントの増加がみられます。
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④ 地域福祉を推進していくために重要だと思う取組
地域福祉を推進していくために重要だと思う取組については、前回調査と同様に「相談・指導を行う専門職員の充実」（37.3%）が最も高く、次いで「困っている人と助けることができる人との間の調整を図る人材の育成」（32.9％）となっています。
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⑤ 人権との関わりについて
人権との関わりについて、『身近に感じている』（「非常に身近に感じている」と「どちらかといえば身近に感じている」の合計）と回答した人の割合は36.9%となっており、『身近に感じていない』（「あまり身近に感じていない」と「まったく身近に感じていない」の合計）と回答した人の割合（43.6％）より低くなっています。
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⑥ 関心のある人権問題について
人権問題のうち、最も関心が高いのは「障がいのある人の人権問題」（33.0％）で、次いで「インターネット上の人権問題」（30.8％）、「高齢者の人権問題」（27.6％）となっています。
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（７）災害への対応について
① 災害発生時における一人での避難について
災害発生時の避難について、一人で避難することが「できる」と回答した人の割合は８割を超えており、前回調査から増加しています。一方で、「できない」と回答した人が約１割存在しており、一人での避難に不安を感じる人も一定数いることがわかります。
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② 災害時に困ることについて
災害時に困ることとしては、「必要な物資を得られるか不安」と回答した人の割合が最も多く52.3％となっており、前回調査から増加がみられます。また、「医療ケアや高齢者・障がい者に配慮された避難場所であるか不安」と回答した人の割合も３割を超えており、避難後の状況に不安を感じる傾向がうかがえます。これらの結果から、災害時の物資確保や避難所の安全・安心の確保に向けた対策が重要であることが示されています。
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２　関係団体ヒアリング結果

現在作成中です。










３　第２期計画の実施状況
第２期計画における実施状況及び課題について、関係各課へのヒアリング結果を基に、施策の方向性ごとに整理し取りまとめました。
基本目標１　支えあいの意識と人づくり
	施策の方向性１　人権や地域福祉に関する意識の醸成

	実施状況
	▷　「人権のつどい」や「人権・部落問題研修会（出前講座）」を開催し、市民や職員の人権意識向上に取り組みました。
▷　認知症サポーター養成講座を実施し、認知症やサポーター活動に関する理解促進と普及啓発を図りました。
▷　市内の全学校で、教職員等を対象とした研修を年３回実施しました。
▷　福祉課題への理解促進を目的に、全職員対象の研修会を毎年実施しました。

	課題
	◇　市民意識調査によると、「人権のつどい」の認知度が低く、参加者層も高齢者に偏っているため、若年層が参加しやすい工夫と周知徹底が必要です。
◇　人権に関する専門知識を有する人材を継続的に配置する体制整備が求められます。
◇　「人権・部落問題研修会（出前講座）」の実施拡大と内容の充実が必要です。
◇　認知症サポーター養成講座の開催場所を拡大し、正しい知識の普及とケア体制の強化を進める必要があります。



	施策の方向性２　地域づくりと地域のつながりの強化

	実施状況
	▷　民生委員・児童委員と連携し、見守りや助け合い活動の支援を行いました。
▷　行政区の代表者との意見交換や交付金の支給を通じて、地域運営の活性化を図りました。
▷　市民提案型事業を実施し、ボランティア団体への補助を行いました。
▷　出前講座やお元気デイサービス、フレイルサポーター養成講座、元気でい隊教室などを通じ、介護予防に関する普及啓発を実施しました。
▷　市内12か所でサロンを開催し、高齢者の交流や認知症・介護に関する語らいの場を提供しました。
▷　地域学校協働本部を設置し、地域・学校・行政の連携体制を整備するとともに、各学校の運営協議会に基づき、コミュニティ・スクールの取組を推進しました。
▷　職員による児童・生徒の登下校時の見守りを行いました。
▷　地域資源を活用したふるさと学習を各学校で実施し、こどもの郷土愛の育成に努めました。

	課題
	◇　行政区の担い手の高齢化により、人材不足が懸念されます。
◇　ボランティア団体員の高齢化に伴い、事業縮小や後継者不足による廃止の可能性があります。
◇　施設の老朽化により、サロンの開催会場の確保が難しい地域があります。
◇　高齢化率が令和６年度末で41.6％を超え、一人暮らし高齢者も増加しているため、日常的な見守りや在宅支援が必要な方が増加しています。
◇　コミュニティ・スクールの全校実施に向けて、段階的な拡大と各校の準備・運営への支援が求められます。



基本目標２　自分らしく暮らせる地域づくり
	施策の方向性１　福祉サービスの充実

	実施状況
	▷　アンケート調査等を実施し、市民の状況やニーズの把握に努め、福祉サービスの向上に努めました。
▷　事業所に対し、情報提供や研修会を実施しました。
▷　配食サービス事業や緊急通報システムにより、高齢者の安否確認を行いました。
▷　関係機関と連携し、サービス量・質の確保と人材のスキル向上に努めました。
▷　一般介護予防事業として、65歳以上を対象に運動教室や健口教室、出前講座等を実施しました。
▷　関係機関・事業所と連携し、総合的に福祉サービスを提供できる体制を整備しました。
▷　妊娠から子育てに至るまで、健診・訪問・相談・教室等を通じて継続的な支援を行いました。
▷　就学前施設を巡回訪問し、発達支援等の子育て支援を実施しました。

	課題
	◇　高齢化の進行により、高齢者ニーズが多様化・複雑化しています。
◇　制度改正が頻繁であり、対応が困難です。
◇　財政制約や地域資源の不足が課題です。
◇　身寄りのない高齢者が増加し、緊急時の連絡先確保が困難となっています。
◇　介護人材の確保や地域実情に応じたサービス体制整備が必要です。
◇　介護予防事業への移動手段の不足により、通いの場の受け入れに限界があります。
◇　若年・未婚・経済的困窮・精神疾患等により育児困難を抱える妊産婦が多く、関係機関と連携した包括的支援が求められます。





	施策の方向性２　適切な情報提供

	実施状況
	▷　広報誌、ホームページ、SNS、テレビ広報誌、子育てガイドブック、障がい福祉のしおり、介護保険パンフレット、チラシ、出前講座など、多様な媒体で市民にわかりやすく福祉情報を周知しました。
▷　教育相談や発達支援リーフレットを作成し、就学前施設や学校に配布しました。
▷　障がいのある方には特性に応じた伝達を行い、事業計画等には音声コードを添付するなど、情報保障に努めました。
▷　各種団体に対し、関連研修・講習等の情報提供を行いました。

	課題
	◇　紙媒体やSNSなど、世代・個人によって利用する媒体が異なるため、効果的な周知手段の検討が必要です。
◇　施設の臨時休館など緊急情報はホームページやSNSで提供しているものの、これらを利用できない高齢者への周知が課題です。
◇　今後はSNSを活用した相談体制の整備と周知を進めます。



	施策の方向性３　複合的課題への対応と相談支援体制の充実

	実施状況
	▷　地域包括支援センターにおいて、医師会、介護サービス事業者、社会福祉協議会等と連携し、地域包括ケアシステムの構築に向けた包括的支援を実施しました。
▷　障がい者基幹相談支援センターの機能を強化し、関係機関との連携を進めました。
▷　こども家庭センターにおいて、母子保健、児童福祉、発達支援、教育相談等を通じ、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行いました。
▷　支援を要する児童生徒に対し、養護教諭や関係機関と連携し、スクールカウンセラー等による心のケアや相談体制を整備しました。
▷　自殺対策強化月間にゲートキーパー養成研修を実施し、相談対応では関係機関と連携しながら支援を行いました。
▷　地域ケア会議活動支援アドバイザーの指導のもと個別地域ケア会議を開催し、多職種協働による自立支援を推進しました。
▷　認知症初期集中支援事業として訪問支援を行い、医療・介護につなぐ体制を整備するとともに、認知症ネットワーク調整会議を開催し、精神科医療機関と連携して課題解決に取り組みました。

	課題
	◇　相談や支援への接触を拒むケースがあり、状況把握が困難な場合があります。
◇　人員不足により、複合的な相談窓口の設置には至っていません。
◇　スクールソーシャルワーカーが未配置であり、関係機関と連携を強化し総合的支援につなげる体制整備が必要です。
◇　窓口に来所しない潜在的な相談者については、地域住民がゲートキーパーとしてつなぐ仕組みが求められます。
◇　相談内容の多様化に対応するため、職員の知識習得と研修の充実が求められます。



	施策の方向性４　権利擁護の推進

	実施状況
	▷　障がい者虐待防止センター、障がい者基幹相談支援センターと連携し、迅速な対応を行いました。
▷　高齢者虐待の相談・通報に対し、関係機関と連携しながら課全体で対応しました。
▷　地域包括支援センターにおいて、成年後見制度の利用促進に向け、出前講座やパンフレット配布、広報誌掲載等による周知を行いました。
▷　各種媒体、イベント、交流教室等を活用し、人権問題に関する啓発を実施しました。
▷　乳児家庭全戸訪問等の母子保健事業を通じ、母子の心身の状況や養育環境を把握し、相談や情報提供を行うことで、児童虐待の未然防止に取り組みました。
▷　嘉麻市要保護児童対策地域協議会において、代表者会議・実務者会議・個別ケース会議を設置し、情報共有と支援内容の協議を行いました。また、学校・保育園・幼稚園等に児童虐待発見時の対応を周知し、早期発見・早期対応及び未然防止に努めました。

	課題
	◇　成年後見制度の利用促進について、引き続き普及啓発や周知を図る必要があります。
◇　啓発冊子や研修会の認知度が十分でなく、さらなる周知が求められます。
◇　ヤングケアラーや児童虐待は家庭内で起こることが多く、通報により発覚するケースが中心であるため、潜在的な事例が存在すると考えられます。社会的認識と個人の意識を高める取組が必要です。



基本目標３　安心安全に暮らせるまちづくり
	施策の方向性１　生活環境の整備

	実施状況
	▷　不法投棄防止に向け、広報・ホームページで啓発を行い、多発地域には監視パトロールや看板・監視カメラを設置しました。
▷　公共交通体系整備事業では、市民ニーズの把握や民間事業者との調整を行い、利便性と効率性を備えた交通体系を整備しました。令和６年度の利用者数は市バス115,245人（前年比1,869人増）、デマンド型バス17,829人（前年比1,097人増）と増加しました。また、通学定期券購入費補助を580人に交付し、公共交通利用促進や子育て・定住支援を行いました。
▷　遊具点検を実施し、危険遊具の撤去・修繕を行いました。
▷　管理されていない空地に関する苦情に随時対応しました。
▷　警察署と連携し、ニセ電話詐欺被害防止の広報啓発を行いました。
▷　防犯灯の新設・維持管理を行い、夜間の犯罪防止に取り組みました。

	課題
	◇　不法投棄が年数十件発生しており、継続的な啓発が必要です。
◇　全国的な運転手不足や人件費・燃油費高騰に伴い、公共交通事業費が増加しており、将来的な事業継続が課題です。
◇　管理不全の空家が多く、所有者等の当事者意識の希薄さが課題です。
◇　SNS型投資詐欺やロマンス詐欺など新たな手口が拡大しており、広報・啓発活動の一層の強化が必要です。
◇　防犯灯などの設置箇所が多く、点検等におけるマンパワー不足が懸念されます。



	施策の方向性２　地域の防災力の向上

	実施状況
	▷　行政区や保育園、学校等で防災講座を実施し、市民への啓発を行いました。
▷　広報誌に防災特集を掲載し、防災意識の向上を図りました。
▷　義務教育学校を避難所に指定し、市民の受入可能数を拡大しました。また、自主防災組織が公民館等を避難所として運営し、一時避難場所を確保しました。
▷　自主防災組織の設立や訓練に補助金を活用し、活動意欲の向上を支援しました。
▷　避難行動要支援者名簿については、避難支援等関係者（警察署、消防署、消防団、自主防災組織、行政区長、在宅介護支援センター、民生委員・児童委員、社会福祉協議会）に配布し、避難支援への協力を依頼しました。
▷　各地区で福祉避難所を運営し、介助が必要な方の受入体制を構築しました。稲築保健センターには保健師を常駐させ、専門的支援を提供しました。
▷　令和４年３月29日に嘉麻市内の社会福祉法人と災害時の福祉避難所施設利用に関する協定を締結し、各地区１か所の福祉避難所を指定して要配慮者受入体制を整備しました。
▷　非常食や寝具を拡充し、避難所での生活環境改善を図りました。
▷　市民にハザードマップを配布し、危険個所の把握を促しました。

	課題
	◇　市民全体の防災意識は十分に醸成されていません。
◇　移動手段を持たない市民の受入体制や、自主防災組織が未設置の行政区における避難所運営が課題です。
◇　避難行動要支援者名簿は同意者のみの記載であり、今後も同意者を増やすための啓発が必要です。
◇　情報弱者への災害情報伝達が困難です。
◇　避難所におけるプライバシー確保や人権侵害防止のため、職員と住民が一体となった運営体制が求められます。





第５節　本計画で取り組むべき主な課題
基礎的な統計資料や各種調査、第２期計画の実施状況等から、本市の地域福祉をめぐる主な課題を次のように整理します。
課題１  地域を支える担い手の育成と活躍促進
人口減少や高齢化により、民生委員・児童委員、ボランティア団体、地域運営を担う人材の高齢化や後継者不足が進んでいます。若年層や子育て世代の地域参画は限定的であり、将来の担い手不足が懸念されます。次世代を担う人材を育成するとともに、活動に参加しやすい環境を整えることが必要です。また、相談や支援を担う専門職の人材確保やスキル向上も課題となっています。さらに、人権に関する意識の向上や差別・偏見の解消も重要であり、誰もが尊重され安心して暮らせる地域社会を実現することが求められます。

[bookmark: _Toc176457139][bookmark: _Toc176513843][bookmark: _Toc176793209][bookmark: _Toc180682336][bookmark: _Toc180685344][bookmark: _Toc180765639][bookmark: _Toc180769381][bookmark: _Toc182505537][bookmark: _Toc187399825][bookmark: _Toc189216290][bookmark: _Toc189230653][bookmark: _Toc191915418][bookmark: _Toc209081144][bookmark: _Toc209096026]課題２  つながりを広げる仕組みと支えあいの強化
市民アンケートの結果では、人間関係が「あいさつ程度」にとどまる傾向がみられ、地域のつながりが希薄化しています。孤立を防ぎ、住民同士の支えあいを生み出す取り組みを推進することが重要です。あわせて、子育て世代への支援や障がいのある人への理解促進、高齢者の介護予防や見守り活動など、多様な世代をつなぐ活動の強化が求められます。さらに、成年後見制度や再犯防止の周知度が十分でないことから、制度や取組の情報をわかりやすく伝え、地域ぐるみで支える体制を整えることが課題です。

課題３  安心・快適な暮らしを支える環境と体制整備
本市の高齢化率は40％を超え、一人暮らし高齢者や介護度の高い方が増加しているため、生活支援や介護サービスの充実が急務です。生活困窮世帯やひとり親世帯、自殺率の高さなど、経済的不安や心の健康に関する支援も重要な課題です。また、災害時における移動手段を持たない方や要配慮者への支援体制、情報弱者への対応は十分ではなく、安心して避難できる体制整備が必要です。さらに、公共交通や買い物環境の確保など、日常生活の利便性を維持することも市民の安全・安心な暮らしに不可欠な課題となっています。
以上のように、本市における主な地域福祉課題は、「担い手の育成と活躍促進」、「つながりを広げる仕組みと支えあいの強化」、「安心・快適な暮らしを支える環境と体制整備」に整理されます。市民・地域・行政・関係団体が協働して取り組むことにより、誰もが安心して暮らし、支え合う地域共生社会の実現をめざします。
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[bookmark: _Toc209096028]第３章　計画の基本的な考え方










第１節　基本理念



安心・ゆとり・つながりで
未来へつなぐ嘉麻の福祉



















嘉麻市は、すべての市民が安心して暮らし、心にゆとりをもって自分らしく生きられる地域社会をめざします。少子高齢化や人口減少、地域のつながりの希薄化などの課題が進む中で、誰もが孤立することなく互いに支え合える環境を整えることが求められています。
そのために、市民、地域団体、事業者、行政が協働し、人と人、人と地域がつながる仕組みを育むことが重要です。つながりを基盤とした地域福祉は、市民に安心とゆとりをもたらすとともに、次の世代へと誇りを持って引き継ぐことのできる「未来の嘉麻」を築く力となります。
さらに、本市は友好都市であるデンマーク・シルケボー市と交流を深めてきた経験を活かし、同国に根付く「ヒュッゲ」の思想 ─ 人々が心地よさや温もりを感じながら暮らす生き方─ を地域福祉に反映させます。居心地のよい地域環境を育むことで、市民一人ひとりが「住みたい・つながりたい」と思えるふるさと嘉麻を目指そうとするものです。


第２節　基本目標
前述の基本理念の実現に向けた本計画の基本目標を３つ設定します。
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[bookmark: _Toc36146914] １　地域を担う人を育み、力を引き出す
地域福祉の推進には、一人ひとりの人権を尊重し、福祉への理解や意識を高めることが不可欠です。そのため、広く住民に向けた啓発や学習の機会の充実を図ります。あわせて、地域における福祉活動の担い手を育成し、継続的に活動できる体制を整えることで、地域を支える人材の力を引き出し、地域福祉活動の推進を図ります。
[image: ]
 ２　つながりと支えあいで広がる地域の力
誰もが安心して暮らせる地域を実現するためには、人と人とのつながりを基盤とした地域力が重要です。そのため、世代や立場を超えた交流や協働を進め、地域コミュニティの形成を図ります。また、必要な情報を適切に届ける体制を整えるとともに、地域住民が利用しやすい福祉サービスの充実を進めます。さらに、生活困窮、虐待、孤立など、さまざまな困難を抱える人への支援を充実させ、地域全体での支えあいを広げます。
[image: ]
 ３　安心して暮らせる安全・快適なまちの実現
住民が安心して暮らせる地域づくりのためには、日常生活を支える環境の整備と安全性の確保が求められます。そのため、高齢者や障がい者を含むすべての人に配慮した生活環境の整備を進めるとともに、防災・防犯に取り組み、地域の防災力の強化を図ります。これにより、安全で快適に暮らせる地域社会の実現をめざします。


第３節　施策の体系
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[bookmark: _Toc209096033]第５章　嘉麻市成年後見制度利用促進基本計画
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0.0
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0

6,000
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18,000
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3,276
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3,396
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9,139

8,027

7,978
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0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

権利擁護 （かま権利擁護センター）

生活困窮等 （かま自立相談支援センター）

女性相談 （女性相談窓口 ※かま女性ホットライン含む）

児童虐待 （家庭児童相談窓口）

こども・子育て （こども家庭センター ※令和６年度開設）

障がい児・者 （飯塚市・嘉麻市・桂川町 障がい者基幹相談センター）

高齢者 （高齢者相談支援センター）

（件）
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男性

39.9%

女性

58.3%

不明・回答したくない

0.6%

無回答

1.1%

R７年度調査

（n=1,236）
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10歳代

0.9%

20歳代

3.4%

30歳代

6.0%

40歳代

10.6%

50歳代

13.3%

60歳代

24.2%

70歳代

37.2%

80歳以上

3.2%

無回答

1.1%

R７年度調査

（n=1,236）
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3.2

3.2

家族同様のつきあい

10.6

7.8

簡単な頼みごと・物の貸し

借りなどをする

38.5

37.4

立ち話や情報の交換をする

37.3

43.1

あいさつ程度

8.6

7.2

ほとんどつきあっていない

0.7

0.3

その他

1.1

1.1

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R2年度調査

(n=1,015)

R7年度調査

(n=1,236)
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13.6

11.6

進んで参加・協力している

36.6

34.4

機会があれば、参加・

協力している

6.8

7.0

参加することはあるが、協

力することはあまりない

24.2

23.5

関心はあるが、参加

していない

17.0

21.6

関心がないので、

参加していない

1.8

1.9

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R2年度調査

(n=1,015)

R7年度調査

(n=1,236)
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28.8

21.7

40.5

14.7

15.0

16.3

6.7

43.0

45.9

9.4

8.3

10.6

3.7

2.8

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

隣近所での付き合いや交流が少ない

地域活動が活発でない

地域活動を担う人材がたりない

災害時の避難等の体制が整っていない

困りごとを相談するなどの世話役がいない

高齢者・障がい者への見守り・支援

子育て世帯への支援(一時預かり等)

移動手段・交通手段が少ない

買い物ができる店が少ない

生活マナーがわるい(騒音、ごみ問題等)

防犯・犯罪について

特にない

その他

無回答

R7年度調査

(n=1,236)
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78.2

22.8

29.3

1.5

4.4

0.6

0.4

12.9

1.4

16.3

15.9

4.0

3.0

3.6

0.6

2.6

9.2

1.0

3.2

73.4

37.5

34.8

2.4

2.6

1.3

0.7

18.6

1.9

24.1

7.4

6.1

3.0

6.3

1.6

1.5

7.4

2.5

3.4

0.0% 30.0% 60.0% 90.0%

広報「嘉麻」

社協だより「えがお」

行政区の回覧板

地域の掲示板

市役所の窓口

社会福祉協議会の窓口

福祉推進員

隣近所・知り合い

民生委員・児童委員

新聞・テレビ・ラジオなど

インターネット、ホームページ、SNS等

医療機関

公民館

介護などサービス事業所

高齢者相談支援センター

学校

特にない

その他

無回答

R7年度調査(n=1,236)

R2年度調査(n=1,015)
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12.5

42.6

10.7

5.2

24.2

22.1

31.6

29.0

19.0

10.7

16.8

0.6

3.7

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

子育て

高齢者の福祉や介護保険

障がい者の福祉

生活保護

健康づくりや食育

地域福祉

防災

防犯

まちづくり

ボランティア・NPO活動等

特にない

その他

無回答

R7年度調査

(n=1,236)
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50.2

56.8

14.3

1.5

29.3

38.9

7.0

3.2

4.9

13.8

13.3

26.0

12.4

11.7

10.5

1.4

2.5

56.0

52.2

12.5

2.4

32.3

32.5

7.1

3.9

5.2

11.3

9.4

30.1

8.9

9.4

1.6

3.1

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

自分や家族の健康

自分や家族の老後

こどもの教育や将来のこと

乳幼児の育児に関すること

介護に関すること

収入など経済的なこと

地域での人間関係

家庭での人間関係

職場での人間関係

住居のこと

地域の治安

地震や火事などの災害

働くこと(就職・失業)

振り込め詐欺などの犯罪被害に関すること

特にない

その他

無回答

R7年度調査(n=1,236)

R2年度調査(n=1,015)
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84.8

50.6

12.2

2.1

6.4

1.4

0.6

17.4

4.2

5.2

1.6

2.8

5.0

1.1

16.3

10.4

2.0

2.0

83.7

45.3

11.6

2.9

6.2

2.5

1.3

18.3

5.4

7.3

1.7

8.8

6.6

0.9

16.4

2.4

3.0

3.0

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

家族・親族

友人・知人

職場の同僚・上司

民生委員・児童委員

行政区の役員

学校

保育所・幼稚園

市の相談窓口や職員

社会福祉協議会

ホームヘルパー・ケアマネジャー

障がい者基幹相談支援センター

福祉施設、福祉サービス事業者

高齢者相談支援センター

うすい人権啓発センターあかつき・嘉穂隣保館

医療機関

どこに相談したらよいかわからない

その他

無回答

R7年度調査(n=1,236)

R2年度調査(n=1,015)
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34.2

25.2

とても必要だと思う

59.3

64.5

ある程度必要だと思う

2.0

6.6

あまり必要だと思わない

0.6

0.7

まったく必要だと思わない

3.9

2.9

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R2年度調査

(n=1,015)

R7年度調査

(n=1,236)
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51.7

45.2

参加する

22.9

29.9

参加しない

19.1

19.8

その他

6.3

5.1

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R2年度調査

(n=1,015)

R7年度調査

(n=1,236)
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61.2

14.0

21.4

9.0

5.8

5.8

9.5

7.8

13.3

5.5

7.7

24.7

3.5

7.7

13.8

13.0

24.1

1.9

2.7

73.8

30.3

20.4

7.4

8.9

8.9

11.4

5.1

7.3

30.2

11.3

1.3

4.2

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

社協だより「えがお」

福祉なんでも相談

法律相談

遺言や相続等に関する相談

終活相談

ひきこもり相談事業

日常生活支援自立支援事業・地域

福祉権利擁護事業・法人後見事業

生活困窮者自立支援事業

ボランティア・市民活動

地域支えあい事業

空き家管理住まいるサービス事業

ふれあい・いきいきサロン活動支援

地域福祉部の活動支援

子育てリユースセンターの運営

チャイルドシート貸出事業

車いす貸出事業

まったく知らない

その他

無回答

R7年度調査(n=1,236)

R2年度調査(n=1,015)
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7.1

6.5

よく知っている

35.0

35.0

ある程度知っている

29.8

31.0

あまり知らない

26.4

26.7

まったく知らない

1.8

0.9

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R2年度調査

(n=1,015)

R7年度調査

(n=1,236)


image28.emf
14.2

両方とも聞い

たことがある

5.3

「社会を明るくする運動」

を聞いたことがある

12.7

「再犯防止啓発月間」を

聞いたことがある

64.9

どちらも聞いたことがない

2.8

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R7年度調査

(n=1,236)
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29.9

36.7

17.5

20.9

16.6

36.1

32.1

14.9

21.8

13.6

2.3

6.6

25.5

26.7

22.8

25.8

29.4

30.7

37.7

26.2

22.7

13.0

2.3

9.7

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

育児・子育てなどに関する情報提供

子育て・保育に関するサービスの充実

地域ぐるみの子育て支援活動の充実

こどもに関する犯罪の防止策の充実

子育て・教育などに関する相談体制の充実

子育てがしやすい職場環境づくり

安心して遊べる環境づくり

虐待防止体制の充実とネットワークの強化

子育て家庭への経済支援策の充実

子育て家庭への就労支援策の充実

その他

無回答

R7年度調査(n=1,236)

R2年度調査(n=1,015)
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10.0

10.2

9.8

8.9

18.3

8.3

32.8

14.5

28.3

22.8

5.2

13.1

15.9

9.5

46.1

11.1

1.5

3.2

6.0

8.4

9.8

6.4

16.4

7.5

36.7

13.8

18.7

30.0

24.2

15.4

21.2

9.2

41.7

8.9

1.5

5.8

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

若い世代とふれあう機会の充実

教室・講座など学習する場や機会の充実

社会参加の機会の充実

スポーツ・レクリエーション活動の充実

老人クラブや趣味の会など交流の場や機会の充実

就労支援策の充実

訪問・声かけなどの見守り活動の充実

認知症に関する啓発と支援策の充実

介護・介護予防サービスの充実

特別養護老人ホームなどの入所施設の整備

住宅サービスの充実

高齢者に配慮した住宅の整備や改造

在宅医療の充実

利用や移動がしやすい道路・建物などの整備

利用しやすい交通機関の充実

防災・交通安全・防犯対策の充実

その他

無回答

R7年度調査(n=1,236)

R2年度調査(n=1,015)
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38.8

20.6

10.8

17.2

33.9

10.7

9.4

9.7

21.7

14.7

13.8

15.0

23.1

4.4

2.7

1.3

5.1

31.6

19.1

13.5

20.2

37.4

12.7

13.6

15.3

22.8

15.3

11.2

19.4

28.9

6.0

3.8

1.2

6.6

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

公共施設・公共交通のバリアフリー化の推進

障がい者向け住宅の充実

防災・交通安全・防犯対策の充実

相談システム・コミュニケーションの充実

福祉サービスの充実

福祉サービスのあり方の検討

障がい者福祉の拠点施設の整備

障がいの予防と早期発見・早期療養の充実

障がいのある方の健康管理や医療への支援の充実

学校における障がい児教育の充実

リハビリテーションの充実

社会教育の充実・障がいに対する理解の推進

雇用機会の確保・職業リハビリテーションの充実による経済的な自立支援

ボランティア活動の推進

権利擁護の推進

その他

無回答

R7年度調査(n=1,236)

R2年度調査(n=1,015)
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25.2

20.5

25.5

22.4

37.3

14.9

32.9

27.6

8.9

1.8

8.0

30.7

27.1

31.1

29.0

45.2

18.6

36.8

36.3

11.8

1.5

7.6

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

さまざまな活動の意義と重要性のPR

さまざまな活動の拠点の整備

さまざまな活動の運営費などの資金援助

リーダーや活動に携わる人の養成

相談・指導を行う専門職員の充実

学校などでの福祉教育の充実

困っている人と助けることが出来る

人との間の調整を図る人材の育成

支援者・支援団体・助け合いの場に関する情報提供の充実

地域での活動方法などに関する講座や研修会の充実

その他

無回答

R7年度調査(n=1,236)

R2年度調査(n=1,015)
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9.2

非常に身近に感じている

27.7

どちらかといえば身近に感じている

36.2

あまり身近に感じていない

7.4

まったく身近に感じていない

15.4

どちらともいえない

4.2

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R7年度調査

(n=1,236)
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16.7

22.2

18.5

27.6

33.0

2.3

7.7

4.4

2.4

12.0

2.8

30.8

4.5

3.1

11.4

16.3

3.1

6.1

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

部落問題

女性の人権問題

こどもの人権問題

高齢者の人権問題

障がいのある人の人権問題

アイヌの人々の人権問題

外国人の人権問題

HIV感染者・新型コロナウイルス感染者等の人権問題

ハンセン病患者・回復者およびその家族等の人権問題

犯罪被害者とその家族の人権問題

刑期を終えて出所した人の人権問題

インターネット上の人権問題

性的少数者の人権問題

ホームレスの人の人権問題

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の人権問題

災害発生時の人権問題

その他

無回答

R7年度調査

(n=1,236)
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77.2

83.9

できる

20.8

12.5

できない

2.0

3.6

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R2年度調査

(n=1,015)

R7年度調査

(n=1,236)
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11.7

11.2

30.5

11.7

52.3

7.1

20.1

3.2

5.3

11.5

11.9

33.9

12.9

44.6

10.2

23.1

5.2

6.8

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

避難場所を知らない

緊急時に情報を得る手段がない

医療ケアや高齢者・障がい者に

配慮された避難場所であるか不安

緊急時の協力者がいない

必要な物資を得られるか不安

避難場所に行く手段がない

特にない

その他

無回答

R7年度調査(n=1,236)

R2年度調査(n=1,015)
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